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要旨 

本稿は，高度成長期に生じた化学産業における石炭化学から石油化学への移行の過程

を，通商産業省（以下通産省）が石油化学産業に対し実施していた産業政策との関係から

検討することで，エネルギー革命の影響をより幅広い視点から明らかにする。本稿では，

石油化学誘導品（中間製品）としてアセトアルデヒド，石油化学基礎製品としてアンモニ

アを事例とする。アセトアルデヒドについては，1960 年頃から 1964 年頃までを指す石油

化学第二期計画時に急激に石油化学に移行し，通産省も原料の転換を目的とした産業政策

を実施していたが，先に業界側が検討していた内容を反映していた。アンモニアでは，

1965 年からのアンモニア第一次大型化計画，1967 年からの第二次大型化計画より原料転

換が進展し，両大型化は通産省が設定した政策であったが，業界から要請されて実施され

ていた。本稿で両化学製品を分析した結果，通産省の産業政策は，業界の主導性を副次的

にサポートしていた側面があったことが明らかとなった。 
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はじめに 

 周知のとおり，日本は戦後復興から高度成長に入る過程で石炭から石油へのエネルギー

源の転換を遂げた。安価な石油を中心的なエネルギーとすることで，日本の高度成長は達成

されたといっても過言ではない。これはエネルギー革命と呼ばれ，今日まで続く輸入エネル

ギーへの依存という戦後日本社会の特徴のひとつが形成された。 

 上記のとおり，歴史上重要な意義を有するエネルギー革命を扱った研究は少なくないが，

近年の代表的な研究として小堀聡（2010）を挙げることができる。小堀は，戦前のエネルギ

ー節約政策から戦後のエネルギー政策を検討する中で，戦後については通商産業省（以下通

産省）の産業政策だけでなく，地方自治体のエネルギー革命に伴う対応も扱った点に特徴が

ある。長期間にわたるエネルギー政策を検討し，分析視覚も幅広い研究ではあるが，対象と

した産業は石油精製・電力・鉄鋼に限定されている。その理由としては，重化学産業のなか

でもそれぞれの産業の規模が大きく，日本社会に与えた影響は洪大なため，歴史的意義が明

示化しやすいといった事情があろう。しかしエネルギー革命の影響は，上記の産業にとどま

らず，化学産業にも及んでいた。エネルギー革命に伴う石油精製・電力・鉄鋼業の大きな変

化は，製品価格の低下であった。一方石油化学産業に目を向けると，製品価格の低下に加え，

製品自体のバラエティが大きく変化した。すなわち，化学産業はエネルギー革命によって単

にエネルギー源が変わっただけでなく，これまでの生活・消費・ライフスタイルをも変化さ

せていたのである。しかし小堀を含むエネルギー革命に関する歴史研究において，このよう

な重要性がありながら石油化学産業に関する分析はなされていない。 

 こうした事情は，化学産業に関する研究に目を向けてみても同様である。 石油化学産業

史としては，石油化学を化学産業のなかでも独立した存在として扱うことは少なくない（平

野 2016）。しかし言うまでもなく，石油化学産業の発展は石炭化学産業の衰退と軌を一にし

ている。一方，石炭化学産業史としては下野克己（1987）があり，経済史・経営史という観

点から石炭化学が衰退に陥る過程が丹念に描かれているが，あくまで焦点は石炭化学なた

め石油化学の成長には言及が少ない。いずれにしても，石油化学を頂点とする産業構造の再

編に至るプロセスは，化学産業史研究としても不明瞭なままである。 

化学産業にエネルギー革命が与えた影響を考察するにあたり，いくつもの議論の出発点

が考えられうるが，その一つは産業政策であろう。高度成長期の通商産業省は産業政策の一

環として，原料転換政策を実施していた。産業政策を対象とした先行研究は，通産省の独自

性を強調する立場と，業界の自主性を強調する立場に分かれる。前者は欧米の研究者が中心

であるが，代表とする研究はチャルマーズ・ジョンソン（1982）である。ジョンソンは，通

産省による産業政策を高く評価し，日本が高度成長を成し遂げた要因のひとつであるとし

た。一方米倉誠一郎（1993）は，業界団体は企業側の様々な情報を政府に伝達する機能を有

しており，政府は企業側の事情に配慮した産業政策の運営をしていたことを，金型工業を事

例に指摘した。すなわち，「戦後の産業政策が常に企業側の主体性を重視しながら進められ

たこと」を明らかにした。本稿で扱う化学産業における原料転換政策は，業界と通産省との



間でどのように展開されたのであろうか。本稿では，原料転換政策の特徴や性質を確認して

いく。 

 化学製品は数多存在しているが，本稿では団体史『石油化学工業 10 年史』に「既存化学

製品の石油化学への転換状況」として記載のあった石油化学誘導品のアセトアルデヒド，石

油化学基礎製品としてアンモニア（石油化学工業協会編（1971）541-544）に対する産業政

策の展開を検討していく。理由として，アセトアルデヒドは，食品添加物や医薬品の原料と

なる酢酸や，塗料や接着剤の原料となるアセトンなどの大元であり，影響力の高い誘導品と

いえること，アンモニアについては，団体史には基礎製品としてアンモニアと芳香族の情報

が記載されているが，芳香族に対し，目立った産業政策が実施されていないかったことであ

る。言うまでもなく，これら以外の化学製品の転換過程が重要でないということではないと

いうことは，指摘しておきたい。 

1 アセトアルデヒド 

（1） 石炭化学におけるアセトアルデヒド概要 

 本節ではアセトアルデヒドの産業政策について検討していくが，その前に石炭化学にお

けるアセトアルデヒドの概要を簡潔に説明したい。石炭化学の基礎製品となるカーバイド

の名は，炭化カルシウム（Calcium Carbide）を省略したもので，石灰のなかでも工業用途

の生石灰と石炭を蒸し焼きにしたコークスを電気炉で加熱することで生成させる。カーバ

イドは，水と反応させるとアセチレン（ガス）を発生させる。このアセチレンから，アセト

アルデヒドは生成されていた。 

 終戦直後の化学産業は，詳しくはアンモニアの節にて述べるように，食糧難への対処を目

的とした肥料（石灰窒素）需要が中心であり，炭材や電力といった原料が不足していたカー

バイドが十分に生産されることはなかった。しかし日本が経済復興を遂げるにつれ，肥料の

需要は鈍化する一方，カーバイドからのアセチレン系有機合成化学品の需要が高まった。具

体的な製品としては，合成繊維のビニロンや，合成樹脂である塩化ビニルの需要が伸びたが，

それらの製品の原料がアセトアルデヒドであった（有沢（1994），63-64；カーバイド工業の

歩み編纂委員会編（1968），174）。 

 二日酔いの原因として知られているアセトアルデヒドは，さまざまな化学製品の原料と

なることに特徴がある。その中でも大きな需要先は酢酸であるが，酢酸の需要先のなかでも

太宗を占めていたのが酢酸ビニルである。酢酸ビニルは，1948 年ごろから市場に登場した

合成繊維であるビニロンの原料のポバール（ポリビニルアルコール）用途が大半であった

（カーバイド工業の歩み編纂委員会編（1968），187）。ビニロンは綿と競合していた製品で

あった。またアセトアルデヒドはオクタノールという化学製品の原料ともなるが，オクタノ

ールの需要のほとんどは，塩化ビニルの可塑剤であった。このようにアセトアルデヒドは，

戦後復興期の我々の生活を支えた製品と密接に関係していた。 

（2） 石油化学におけるアセトアルデヒド概要 

 表 1 は，高度成長期に石油化学方式でアセトアルデヒドを生産していた企業の一覧であ



る。 

 

表 1 高度成長期前半における石油化学方式のアセトアルデヒド生産企業 

（単位：トン） 

生産企業 立地 1962 1963 1964 1965 

チッソ石油化学 五井     31500 36000 

協和油化 午起   61500 61500 61500 

徳山石油化学 南陽     60000 60000 

三井石油化学 岩国 24000 24000 24000 24000 

化成水島 水島     45000 60000 

合計   24000 85500 222000 241500 

出典）『日本の石油化学工業 50 年データ集』より作成。 

 

1962 年に三井化学が，石油化学方式ではじめてアセトアルデヒドの生産を開始した。続

いて翌 1963 年に協和油化が，1964 年には徳山石油化学，化成水島，チッソが生産を開始し

た。このように高度成長期前半に，石油化学方式で生産を開始する企業が続出した。 

 その結果，石炭化学方式でアセトアルデヒドの生産量は減少し，代わりに石油化学方式の

アセトアルデヒド生産量が増加した。図 1 は，アセトアルデヒドの生産方式ごとの全生産

量に占める生産割合である。 

 

図 1 アセトアルデヒド生産における従来生産方式から石油化学生産方式への移行図 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（単位：％） 

 

出典）『石油化学工業 10 年史』より作成。 

 

1964 年以降の数値が確認できるが，その時点ですでに石油化学方式は 40％，翌 1965 年

には 70％，そして 1969 年には 100％となり，石炭化学方式での生産は一切行われなくなっ

た。 

企業が石油化学方式を採用した背景については，石油化学第二期計画という産業政策と

の関係で以下考察していくが，1969 年までに一斉に石炭化学方式を企業が取りやめた理由

には，公害問題も大きな影響を与えている。本章ではあくまで通産省の産業政策を分析する

ため扱わないが，アセチレンからアセトアルデヒドを生産する場合，その過程では硫酸水銀

を使用する必要がある。硫酸水銀自体は無機水銀ではあるが，それを処理する過程でメチル

水銀となる。このメチル水銀こそが，水俣病の原因であった。少なくとも水俣病が社会問題

化して以降は，石炭化学方式でのアセトアルデヒド生産は企業の選択肢から外されること

となった。 

（3） アセトアルデヒドの産業政策―石油化学第二期計画― 

 1959 年 12 月に通産省は，「石油化学工業企業化計画の処理方針について」という文章を

発表する。この内容が後に第二期計画と呼ばれることになる。文書の最初に「本方針策定に

あたっての課題」とあり，詳細は以下のとおりであるが，このうち（3）に，原料の転換が

政策的な目標とされたことが明記されている（石油化学工業協会編（1971），420-421）。 

 

（1）第 1 期計画品目の生産設備の増強を図り，輸入の完全防あつを実現すること。 

（2）新規石油化学製品の企業化などにより，未利用オレフィンの有効活用を図り，第 1



期計画における総合石油化学コンビナートの完成を期すること。 

（3）原料の転換，既存生産方式の石油化学方式（天然ガス化学および COG 化学を含む以

下同じ）による代替により，基礎化学製品などのコスト・ダウンとその供給力とその供給

力の増強を図ること。 

 

 しかし同時に，石炭化学の側にも配慮した方針もこの文書内では示された。「基本的な

考え方」の詳細は以下のとおりとなる（石油化学工業協会編（1971），420-421）。 

 

 既製製品の石油化学方式による生産が新規企業によって行なわれ，それが既存企業の同

種合理化と競合する場合には，当該企業は原則として原料炭化水素（合成ガス業を含む）

または中間業を事業分野とし，最終製品化は既存企業に担当させることとする。この場合

には，合理的な企業のコンビナートの形成を指導するものとする。 

 

やや文意を理解しにくいところもあるが，新たに石油化学方式で参入する新規企業と，

石炭から石油に移行する企業が競合する場合には，新規企業は中間業，最終製品化は既存

企業が担うことになると読める。 

 以上，第二期計画の内容を確認しその特徴を考察してきたが，当時それを運用する立場

にあった通産官僚はどのような認識に基づき第二期計画を組み立てたのであろうか。また

どのように業界を認識していたのであろうか。第二期計画時に通産官僚であり，その後も

業界と関係の深かった吉田正樹1は，1959 年 9 月の業界誌にて第一期計画に引き続き企業

から活発な企業化がみられていることに触れ，その要因を「①既存石油化学会社の合理

化，②既存化学会社の石油化学方式の転換による合理化，③石油精製会社の合理化，④未

だ企業化していない石油化学製品の企業化，⑤需給上将来不足が見込まれる石油化学製品

の増産などがあげられる」2としている。このうち②について，企業のなかではすでに第二

期計画より前段階で石油化学方式を採用して生産している企業が存在していることに言及

している。言うまでもなく，この点通産省も認識していたということであろう。なお，(2)

に記したとおり，第二期計画では「未利用オレフィンの有効活用を図」ること，すなわち

エチレン以外の留分を有効活用することも政策目標とされたが，この点について吉田は①

に言及するかたちで「エチレン以外の各留分を有効利用してエチレンのコストダウンを計

る計画が各社において企画されて来た訳である」と説明している。通産省の公式見解でな

いことは指摘しておきたいが，第二期計画が企業側の意向を汲んで展開された政策であ

り，アセトアルデヒドの原料転換政策も例外ではなかったのだと考えることができる。 

（4） アセトアルデヒドを事例とした石油化学方式の採用の背景 

 この項では，各企業が石油化学方式でアセトアルデヒドの生産を選択した理由につい

て，産業政策以外の要因を具体的に検討していく。 

 石油化学方式でアセトアルデヒドを生産していた企業は，2 つのグループに分けること



ができると考えている。一つは石炭化学としてアセトアルデヒドをすでに生産していて，

石油化学に移行した企業である。例えばチッソや昭和電工が該当する。またもうひとつは

直接石油化学としてアセトアルデヒドを生産した企業である。これには三井石油化学や化

成水島が該当する。直接石油化学から生産をする企業の存在は，当初の問題意識である石

炭から石油への意向という観点からはやや離れてしまうが，本論文では合わせて検討した

い。 

 これら 2 つに分けたグループで，石油化学方式によるアセトアルデヒドの生産を開始し

た動機は異なっている。まずは，石炭化学としてアセトアルデヒドを生産していた企業に

のみ当てはまる理由を検討していくが，それらの企業にとって外すことのできない視点は

価格である。アセトアルデヒドの生産原価を分析した史料は数多くあるが，当時の企業側

がどのように認識していたのか，という点が重要であろう。石炭化学におけるアセトアル

デヒドの生産量が最も高かった，新日本窒素肥料の企画部に所属していた服部達也は，業

界誌にカーバイドやエチレン，アセトアルデヒドなどの経済性を分析した内容を寄稿して

いる3。表 2 は，石炭方式のアセチレン法と，石油方式のワッカー法で生産されるアセトア

ルデヒド 1 トンあたりの生産コストを比較したものである。 

 

表 2 各生産方式におけるアセトアルデヒドの 1 トンあたりの生産原価 

（単位：円） 

生産方式 アセチレン法 ワッカー法 

原材料 45540 27800 

ユーティリティ 6400 2910 

その他 3340 10610 

合計 55280 41320 

出典）『石油と石油化学』第 5 巻第 2 号（1961 年 2 月）より作成。 

注 1）石油化学の生産方法として，もとの表にはもうひとつ Hoechst 法が記されているが，推定された生産コストがワ

ッカー法とあまり変わらないほか，日本の石油化学企業の多くはワッカー法を採用したため，本表では外している。 

 

各製法の原価は，三つに区分することができる。ひとつ目は「原材料」である。アセチ

レンやエチレン，酸素などがこれに該当するが，石油が石炭に比べ非常に安価なため，

「原材料」では石油化学方式のワッカー法の方が安くなっている。ふたつ目は「ユーティ

リティ」であり，電気，蒸気，用水が該当する。アセチレン法の場合だと大量の蒸気が必

要となるため，「ユーティリティ」でもワッカー法が安価となる。最後は「その他」であ

る。内訳は労務費，補修費，建設金利，その他製造経費，副生物控除，ロイヤリティであ

るが，石油化学での生産の場合，設備の建設や技術を導入する際の特許費で費用がかかる

ため，アセチレン法が有利となる。このように，「ユーティリティ」と「その他」の区分

のみを考えてみても，アセチレン法が圧倒的に安いという訳ではなく，加えて「原材



料」，特に石炭と石油の価格差は圧倒的であった。こうした事情により，各企業は ワッカ

ー法に移行したのだと考えることができる。なお服部の分析は，他の記事4でも引用されて

おり，特異な内容ではなかったのだと推察される。 

 石炭化学方式でアセトアルデヒドを生産していた企業，また石油化学方式で新たにアセ

トアルデヒドを生産する企業双方に共通する石油化学方式に乗り出した理由は，アセトア

ルデヒドがエチレンを消費する有望な誘導品であったからである。 

 第二期計画によって，エチレン設備はさらに大型化されることになっていた。そこで白

羽の矢がたったのが，アセトアルデヒドであった。誘導品（中間製品）が，エチレンを消

費する量はそれぞれの誘導品ごとに異なっているため，原単位という概念を用いて消費量

が近似される。すなわち原単位とは，ある誘導品を生産する際，もととなるエチレンをど

の程度消費するのかという指標である。主要なエチレン系誘導品のなかでも，例えば高圧

法・中低圧法ポリエチレンの原単位おおむね 1.1 となるが，これはもととなるエチレンを

1.1 単位消費して，ポリエチレン 1 単位を生産するという意味になる。1 単位の生産にそこ

までエチレンを必要としない誘導品もあり，スチレンモノマーの原単位 0.34 となる。アセ

トアルデヒドの原単位は 1.2 であり，非常にエチレンを消化する誘導品であった。 

 それでは実際に，アセトアルデヒドはエチレンをどの程度消費していたのであろうか。

図 2 は，主要なエチレン系誘導品のエチレン消費量である。 

 

図 2 エチレン系誘導品のエチレン消費量 

（単位：トン） 

 

注 1) 各製品のエチレン消費量の算出方法は次のとおりである。ALD（アセトアルデヒド）以外の製品は，『大型化の

経済性分析（下）』に掲載されていた．各誘導品の t 期におけるモデルプラントの原単位を，『日本の石油化学工業 50

年データ集』に掲載された各誘導品の t 期における生産量とかけてエチレン消費量を算出した。ALD は，1963 年 8 月



23 日付の「日刊 通産省公報」より取得した原単位の値と，『石油化学工業 10 年史』より取得した生産量の値をかけ

て算出した。 

注 2)ALD の生産量の値は，1964 年より取得可能となる。 

注 3)本来であれば主要なエチレン系誘導品の中に塩化ビニルも含めるべきであるが，当時は石炭化学生産と石油化学生

産が混在しており，正確な生産量の統計の取得が困難であったため，本図では省いた。 

 

この図 2 からは，高圧法ポリエチレンのエチレン消費量が圧倒的に高く，次いでアセトア

ルデヒド，中低圧法ポリエチレン，エチレンオキサイド，スチレンモノマーの順となって

いる。当時高圧法ポリエチレンは，花形の誘導品であり，非常に人気があり参入企業も多

かった。アセトアルデヒドについて，生産が開始された 1962 年から 1963 年までの数値は

不明であるが，少なくとも 1965 年には高圧法ポリエチレンを除くすべての誘導品よりエ

チレン消費量が高いことがわかる。すなわち，エチレン消費という観点から有望な誘導品

であったといえる。 

 こうした二つの事情により，企業は石油化学方式でアセトアルデヒドの生産を開始した

のだと考えられる。 

2 アンモニア 

（1） 終戦直後のアンモニア工業―石炭化学におけるアンモニア概要― 

 本節ではアンモニアの原料転換政策について検討していくが，その前に石炭化学におけ

るアンモニアの概要を簡潔に説明する。アンモニアは，ガスの状態の窒素と水素を合成す

ることで生成される。このうち水素ガスが，石炭といった化石燃料から生産されている。 

 アンモニアの用途は二つに分類することができる。ひとつは肥料用途であり，その名の

とおり硫安や尿素といった肥料として用いられる。もうひとつは工業用途であり，合成繊

維や合成樹脂として使用されるナイロンやアクリロニトリルなどの原料にもなる。 

 戦後の肥料工業は，政府の庇護のもと急速な復興を遂げた。敗戦後の日本の食料不足

は，1946 年 5 月の米よこせデモや食料メーデーの原因となっていた。政府は化学肥料の増

産を達成するため，電力や石炭産業などと同様に重点産業として斯業を手厚く保護するこ

ととした。具体的には，資金面では農林中央金庫のつなぎ融資や復興金融公庫による低利

融資が実施され，資材面では傾斜生産方式による鋼材等が優先的に割り当てられた。その

結果，1949 年には戦前の最高生産水準にまで回復するに至った（有沢（1994），58-60）。 

（2） 戦後復興期のアンモニア工業―石油化学におけるアセトアルデヒド概要― 

 1950 年に入ると，世界的に肥料工業の復興はひと段落し，これまで以上に国際競争が激

しくなり，日本の肥料工業は合理化の必要性に迫られることとなる。1950 年代前半には，

日本の肥料メーカーは国内価格以下で化学肥料を輸出していた。とりわけ 1952 年末に肥

料メーカーがインドに向け採算割れ価格で化学肥料を輸出したことは，農業関係者の反発

を呼び，政治的問題にまで発展した（有沢（1994），60-62）5。その結果，1954 年に「臨

時肥料需給安定法」と「硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法」のいわゆる肥料二



法が制定された。肥料二法の制定により，硫安の最高価格が公定で定められ，断続的に最

高価格の引き下げられた結果，生産各社は硫安の生産コストの引き下げを目標とした。以

降，アンモニアの原料は「固体燃料」である石炭・コークスから「流体原料」である石

油・ナフサへと移行することとなった。 

 図 3 は，アンモニアの生産方式ごとの全生産量に占める生産割合である。1958 年に石油

化学方式は全生産量のうち 10％程度であったが，1962 年には 50％と半分を占めるまで拡

大する。1962 年から 1965 年の間は大きく変動することはなく，50％台にある。1965 年

に通産省は，政策的に原料転換を誘導することを目的として第一次大型化政策を実施す

る。同年の石油化学方式での生産比率は 50％後半だったが，1968 年には 70％近くにな

る。1968 年には第二次大型化政策が実施される。1973 年には，90％ほどが石油化学方式

になる。以下では，この 2 つの大型化政策の展開を分析していきたい。 

 

図 3 アンモニア生産における従来生産方式から石油化学生産方式への移行図 

（単位：％） 

 

出典）『石油化学工業 10 年史』，『化学工業統計年報』各年より作成。 

注 1）アンモニア製品における「従来方式」，「石油化学方式」の定義は『石油化学工業 10 年史』に基づいている。 

注 2）『石油化学工業 10 年史』には出典が記されていない。筆者は，アンモニア製品の「従来方式」，「石油化学方式」

に関して，『化学工業統計年報』各年から算出していたことを明らかにした。算出方法はいくつかの時期よって異なって

いる。詳細は以下のとおりである。 

注 3）1960 年以前には，「アンモニアおよびアンモニア誘導品」項目内の「原油および重油」を「石油化学方式」として

算出している。 

注 4）1960 年から 1964 年までは，「原油および重油」と「石油精製ガス」を合せた値を，「石油化学方式」として算出

している。 



注 5）1965 年より，「原油および重油」は「原油およびナフサ」という項目に変更となる。 

注 6）1968 年より，「原油およびナフサ」は「原油」，「ナフサ・ブタン」という別々の項目になり，「石油精製ガス」は

「石油化学オフガス」という項目に変更となる。同年から『石油化学工業 10 年史』は，「原油」＋「ナフサ・ブタン」

＋「石油化学オフガス」を「石油化学方式」として算出していることから，そのように算出した。 

注 7）1971 年より，「ナフサ・ブタン」の項目は「ナフサ」，「液化石油ガス」という別々の項目になる。「石油化学方式」

生産量の算出においては，上記二つを足している。 

注 8）『石油化学工業 10 年史』には 1969 年までのデータしか記載されていない。 

注 9）『石油化学工業 10 年史』に掲載された 1967 年度の「従来方式」，「石油化学方式」は，『化学工業統計年報』に掲

載された数値とわずかに異なっている。同年だけ数値上の齟齬がみられるため，石油化学工業協会が誤って引用したも

のと思われる。本紙においては，『化学工業統計年報』の数値を引用した。 

出典）『化学工業統計年報』各年，算出方法は『石油化学工業 10 年史』より作成。 

 

（3） 第一次大型化政策の展開 

 1960 年前半に入ると，欧米企業によるアンモニア設備の大型化が進展し，国際競争力強

化のために日本もそれに追随することとなる。約 50 年にわたり，石油精製や石油化学の

設備の建設を請け負ってきたアメリカのケロッグ社は，建設費を安く抑え，大型化を達成

する技術を完成させた。主にアメリカでは，アンモニアの原料に天然ガスが使用されてい

たが，ヨーロッパではナフサが使用されていた。イギリスの ICI 社は，ナフサの接触改質

（reforming）のプロセスを開発することに成功した。1964 年にすでに ICI 社は，自社と

ケロッグ社の技術を用いて日産 900 トンのアンモニア生成設備 3 基の建設に着手していた

（江崎（1996），41；日本硫安工業協会（1968），539，542，545）。世界的に設備の大型

化が進んだ背景には，肥料用，工業用の需要が急増していたこともあるが，大型化を可能

とした二つの技術が開発されたことも重要であった。言うまでもなく，アンモニア産業は

装置産業であり，規模の経済が強く働くので，設備を大きくするとコストが大幅に下がる

メリットがあった。 

 1965 年 3 月に通産省は，「アンモニア工業の設備調整について」という文書を作成し

た。はじめに，上述した新たな技術が開発され大型化が可能となったことに触れ，要領内

に「新増設は，国際競争力強化の観点から，原則として 1 系列 500T/D 以上の規模のもの

とする」ことを定めた（「アンモニア工業の設備調整について」8，11）。すなわち，アン

モニア生産設備の大型化が政策的な目標として設定されたのである。 

 しかしこの政策は，通産省が独断的に決定したものではなかった。先の行政文書には，

「宇部興産（株）他 17 社の硫安メーカー」より「行政指導を希望する旨の申出」があっ

たことが記されている（「アンモニア工業の設備調整について」7）。各硫安メーカーは，

それぞれの社長名義で通産省軽工業局長宛てに，先の行政文書にまとめられた素案を作成

していた。例えば先の生産基準でいえば，業界側は「生産規模は一系列日産アンモニア

500 瓲を基準とすることが望ましい」と記しており，500 トンという数字も業界の意向で



あったことが分かる（「アンモニア工業の設備調整について」18）。この内容に続けて，

「原料並に附帯設備の状況によっては，300 瓲前後のものを採用する」ことも要望され

た。この文言は，通産省の行政文書では採用されなかったが，内実は通産省に引き継がれ

た。表 3 は，第一次大型化計画において認可された企業の設備一覧である。 

 

表 3  

企業 能力 原料 

化成水島 250 オフガス 

東洋高圧工業 500 ブタン 

住友化学 750 ナフサ 

宇部興産 600 ナフサ 

昭和電工 500 ナフサ 

日産化学 430 ナフサ 

合計 3030   

出典）『日本硫安工業史』より作成。 

 

ほとんどの企業が原料としてナフサを採用しているが，例外的に化成水島はエチレンを生

産した際に副生されるオフガスを原料に，日産 250 トンでの生産を開始した。これは先に

述べたように，業界側の意向が組まれたことが理由である。また日産化学は，430 トンで

生産を開始したが，社史によれば理由のひとつは業界団体である「硫安協会内部の了解」

が取り付けられたからであり（日産化学工業社史編纂委員会編（1969），388-389），通産

省がその決定を尊重したからであった。 

この第一次大型化政策によって，アンモニアにおける石油系原料の種類も多様化した。

従前の原料は重油と原油であった。1928 年に日産化学が，重油を用いて生産を開始する。

1960 年には重油は，生産能力全体の 15.5％に達したが，原油の方が安いためそれ以上普

及することはなかった。原油については，1958 年に別府化学が生産を開始する。1965 年

に原油は生産能力全体のなかで 40％程度まで達したが，生産設備費が高かったこともあり

（日本硫安工業協会（1968），629-630，635-638），第一次大型化以降はナフサとオフガス

の使用が中心となる6。 

（4） 第二次大型化政策の展開 

 1968 年 1 月に通産省は，「アンモニア工業の構造改善について」という文書を発表し

た。はじめに欧米諸国の設備投資が激化していることに言及し，「国際競争力強化の観点

から，原則として１系列 1,000 トン/日以上とする」ことを記した7。前回日産 500 トンで

あった基準を，今度は日産 1000 トンに引き上げた。この文章に続けて，「とくに低廉な原

料の使用が可能となる等特殊な場合については，750 トン/日を最低限として別途考慮する



ものとする」とした。なお，以上の大型化にあたっては，「多額の設備資金の調達，設備

廃棄による経理上の負担，余剰人員の円滑な処理等」様々問題があるため，「財政資金の

確保，税制面の優遇等の助成」を行なうことが明記された。 

第一次大型化とは異なり，今回は通産省の行政文書内に日産 1000 トンに満たない特殊

な設備の認可方針が記されたが，この意味を深読みすれば，今回はオフガスで生産を開始

する企業が増えたという事情があろう。表 4 は，第二次大型化政策に基づき建設された設

備の一覧である。 

 

表 4 

企業 能力 原料 

三井東圧化学 1000 ブタン 

三菱化成 1000 ナフサ 

日本化成 1000 ナフサ 

旭化成 800 オフガス 

鹿島アンモニア 950 オフガス 

LPG 

日本アンモニア 1550 オフガス 

LPG 

宇部アンモニア 1250 ナフサ 

合計 7550   

出典）『続 日本硫安工業史』より作成。 

 

第一次大型化の際には，ほとんどの企業が原料としてナフサを選択していた。今回の第

二次大型化に際しては，原料にナフサを使用する企業が 3 社，オフガスを使用する企業が

3 社となった。この文書には，第二次大型化は 1967 年 11 月に業界から「通産省に対して

行政指導が要請」されたことに端を発していることが記されている。 

 1967 年 11 月に業界団体である日本硫安工業協会に加盟する各社の社長名義で，通産省

化学工業局長に対し「アンモニア設備大型化実施についてご指導方ご依頼」という文書を

宛てている。業界では国際競争力の強化を図るため方策を検討してきたとし，「日産 750

トン以上の新設大型設備の建設を早急に」達成すること，そのために「新設備の建設，旧

設備の廃棄とこれに伴う新規事業に対しての長期金利の政府資金の融資とさらには新大型

設備および廃棄設備に対する税制上の特別措置」を通産省に希望している（日本硫安工業

協会（1981），319）。結果的に日産 1000 トンが基本線となったものの，更なる大型化とい

う意味では業界側から先んじて要望されており，税制上の優遇措置も業界が求めた結果で

あった。 



 第二次大型化政策が設定された背景として，第一次大型化に引き続き欧米で積極的な設

備投資が行われていたことに加え，アンモニア産業の川上にあたる石油化学産業の産業政

策も影響を与えていた。政策を運営する立場にあった，通産省化学工業局肥料部化学肥料

第一課長の後藤一正と，化学肥料第二課長の山中淳吉は，アンモニアの各原料を以下のと

おり評している。まず LPG について，日本では輸入が開始され始めたばかりであり，日

本に供給する国の確保やタンカーの建設などを課題に挙げた。ナフサについては，エチレ

ン年産 30 万トン基準という産業政策によって，石油化学用のナフサ需要の増加が見込ま

れることとなり，アンモニア用のナフサの確保が困難になる恐れがあるとした。一方石油

化学オフガスについては，生産規模や操業率に依存するものの，「いろいろな点で，わが

国で考えられる最も有利な原料」と高く評価した8。エチレン年産 30 万トン基準とは，

1967 年 6 月に通産省が発表した「エチレン製造設備の新設の場合の基準」のことを指して

いる。30 万トン基準とは，主要な石油化学製品であるエチレンの生産設備の規模を，これ

までの 10 万トンから大幅に引き上げた政策であった。石油化学は典型的な装置産業であ

り，規模の経済が強く働くため，設備の大型化は生産コストを下げるために必要であっ

た。通産省化学工業局長の吉光久は，「石油化学の排ガス利用によるアンモニア一，〇〇

〇トン計画は，エチレン三〇万トン計画が推進されはじめて可能になったものといえる」

と述べている9。エチレン年産 30 万トン基準によって，ナフサのアンモニア用途としての

供給は不足する見込みとなった。また 30 万トン基準が制定された結果，オフガスが大量

に算出されることとなり，企業は有効活用を求めていた。このように第二次大型化は，斯

業だけの事情を鑑みて設定された訳ではなく，エチレン年産 30 万トン基準という石油化

学産業の産業政策によって生じた諸問題を引き受けるかたちで設定されていた。もっと

も，コスト的にオフガスでの生産がもっとも優れていた点を考慮すれば，両政策は相補的

な関係にあったといえる。第二次大型化以降，アンモニアにおける石油化学比率はさらに

上昇することとなった。 

おわりに 

 以下では，これまで分析してきた内容をまとめたい。まずアセトアルデヒドの原料転換

については，業界側が先んじて検討していた。通産省はこうした業界の考えを認識してお

り，第二期計画が展開されることとなった。 

 業界が石油化学方式でのアセトアルデヒドの生産を希望した背景としては，①生産コス

トの大幅な低下が見込まれる，②エチレン消費の有用な誘導品である，という 2 つの重要

な要因があった。こうした①，②の事情を前提に，第二期計画は設定されたのだといえ

る。 

 つぎにアンモニアの原料転換について，アンモニア第一次大型化，第二次大型化ともに

業界が原料転換を達成し，大型化により生産コストを下げる目的で，通産省に要請した政

策であった。具体的な政策内容として，アンモニア第一次大型化の際には業界が通産省に

希望していた大型化の水準が採用され，第二大型化の際には業界の希望した生産規模を上



回る水準以上を通産省は設定したが，もうひとつの希望であった財政的支援は実施され

た。 

 大型化が要請された背景として，第一次大型化の際は世界的な需要が増加したことに加

え，米ケロッグ社，英 ICI 社による技術革新があった。第二次大型化の際は，世界的な設

備投資競争があったものの，通産官僚の発言を念頭に置くとエチレン年産 30 万トン基準

という石油化学基礎製品であるエチレンの大型化政策も大きな影響を与えていた。こうし

たそれぞれの前提を背景として，日本のアンモニア設備の大型化は達成されることとなっ

た。 

 アセトアルデヒドとアンモニアの原料転換政策の共通点として，いずれの場合も業界の

意向が尊重されていた。こうした理解は，「はじめに」に記した米倉の議論と整合的であ

る。また原料転換政策は，政策が実施される時々においてそれが必要となる世情を鑑みて

検討されており，通産省の考えをただ単に押し付ける代物ではなかった。このようにして

両原料転換政策は展開されていた。 

 以上が本研究の明らかにした点であるが，残された課題もある。本研究ではアセトアル

デヒドとアンモニアの原料転換政策を検討してきたが，化学製品は数多く存在しており，

ごく一部の製品の転換過程を明らかにしたにすぎない。今後はより多くの製品の原料転換

政策を検討していく必要があるだろう。こうした点については今後の課題としたい。 

 

 

1 1949 年に商工省に入省した吉田は，1963 年より三菱油化に入社，1981 年には同社社長

を務め，1983 年より石油化学工業協会会長を歴任した（「官僚 OB 列伝…財界編 20」『月

刊官界』第 10 巻第 1 号（1984 年 1 月），137-143）。 

2 「時の話題 総額 750 億円を要する石油化学，第二期計画」，『化学技術』第 3 巻第 4 号

（1959 年 4 月），30-31 

3 「有機合成化学基礎原料としてのアセチレン・エチレンの経済性」『石油と石油化学』第

5 巻第 2 号（1961 年 2 月），42。 

4 「アセトアルデヒド・酢酸工業と原料面の考察」『化学経済』第 8 巻第 9 号（1961 年 9

月），39-49。 

5 朝鮮戦争の開始直後における輸出価格はトン当たり 85 ドルであったが，1952 年末にお

けるインド向け輸出価格はトン当たり 45 ドルほどまでに低下していた（有沢（1994）， 

62）。 

6 第一次大型化以前に全く生産が行われていなかったという訳ではなく，1964 年から東北

肥料と東亜合成がナフサを使用し，1958 年から住友化学がオフガスを使用して生産を開始

している（日本硫安工業協会（1968）， 635-638，639）。 

7 「大型アンモニア設備投資調整要領」『化学経済』第 15 巻第 4 号（1968 年 4 月），99。 

 



 

8 「アンモニア工業と一，〇〇〇〇基準」『通産ジャーナル』第 1 巻第 5 号（1968 年 4

月），28-29。 

9 「化学工業の構造改善について」『通産ジャーナル』第 1 巻第 5 号（1968 年 4 月），4。 
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